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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
放送事業体から提供されるサービスが重畳されたデジタル放送を受信して前記サービスを
ユーザーに視聴させるデジタル放送受信機であって、
前記放送事業体から提供されるサービスが重畳されたデジタル放送を受信し選局を行う少
なくとも一つの選局手段と、
ユーザーの視聴情報である視聴履歴情報を視聴履歴情報収集センターに送信する送信手段
と、
前記サービスを前記選局手段に常に受信させるか否かを示す選局固定情報を前記デジタル
放送を通じて受信した後に、前記選局固定情報が前記サービスを前記選局手段に常に受信
させることを示す情報である場合には、前記サービスを常に受信するように前記選局手段
の選局を固定する選局制御手段と、
前記サービスをユーザーが視聴した際に、前記サービスを常に受信するように固定されて
いる状態の前記選局手段で当該視聴したサービスを受信したかどうかを示す選局固定視聴
情報を記憶する選局固定視聴情報記憶手段とを備え、
前記選局制御手段はさらに、前記選局固定視聴情報を前記視聴履歴情報とともに視聴履歴
情報収集センターに送信するよう制御することを特徴とするデジタル放送受信機。
【請求項２】
さらに、前記選局手段で選局したサービスを蓄積する不揮発性のデジタル放送蓄積手段と
、
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前記デジタル放送蓄積手段に蓄積したサービスをユーザーが視聴した際に、当該視聴され
たサービスが、前記放送事業体の提供するサービスを常に受信して蓄積するように固定さ
れている状態の前記選局手段で受信されて蓄積されたサービスであるか否かを示す蓄積固
定視聴情報を記憶する蓄積固定視聴情報記憶手段とを備え、
前記選局制御手段は、さらに、前記選局固定情報が前記サービスを前記選局手段に常に受
信することを示す指示である場合には、前記サービスを常に受信するように前記選局手段
の選局を固定し、受信した当該サービスを前記デジタル放送蓄積手段に蓄積し、前記蓄積
固定視聴情報を視聴履歴情報とともに視聴履歴情報収集センターに送信するよう制御する
ことを特徴とする請求項１記載のデジタル放送受信機。
【請求項３】
放送事業体が提供するサービスを請求項１記載のデジタル放送受信機でユーザに視聴させ
る際における課金方法であって、
前記放送事業体が提供するサービスと、前記サービスを常に受信するように前記デジタル
放送受信機の選局手段の選局を固定するか否かを表す選局固定情報とを、デジタル放送に
重畳して放送局から前記デジタル放送受信機に対して送信し、
前記デジタル放送受信機は、前記サービスを常に受信するように前記選局手段の選局を固
定した状態で前記サービスを視聴したか否かを表す選局固定視聴情報と視聴履歴情報とを
視聴履歴情報収集センターに対して送信し、
前記視聴履歴情報収集センターからの前記選局固定視聴情報に応じて前記デジタル放送受
信機を用いた前記サービスの視聴に対する課金を調整することを特徴とする課金方法。
【請求項４】
放送事業体が提供するサービスを請求項２記載のデジタル受信機でユーザに視聴させる際
における課金方法であって、
前記放送事業体が提供するサービスと、前記サービスを常に受信するように前記デジタル
放送受信機の選局手段の選局を固定するか否かを表す選局固定情報とを、デジタル放送に
重畳して放送局から受信機に対して送信し、
前記デジタル放送受信機は、前記サービスを常に受信するように前記選局手段の選局を固
定すした状態で前記サービスを蓄積し、視聴したか否かを表す蓄積固定視聴情報と視聴履
歴情報とを視聴履歴情報収集センターに対して送信し、
前記視聴履歴情報収集センターからの前記蓄積固定視聴情報に応じて前記デジタル放送受
信機を用いた前記サービスの視聴に対する課金を調整することを特徴とする課金方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、テレビジョン放送やラジオ放送やデータ放送やコンテンツ放送やソフトウェア
放送などデジタル放送技術を使用してユーザーにサービス提供するためのデジタル放送受
信機およびサービス提供方法およびサービス課金方法およびデジタル放送受信機販売方法
に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、国内そして海外においてデジタルテレビ放送が開始されてきている。デジタルテレ
ビ放送では、多チャンネルの特徴を活かし数多くのテレビジョン放送やデータ放送が送出
される。
【０００３】
またデジタル放送ではスクランブル技術の活用と、受信機個別に受信機ＩＤを有すので放
送事業体から個別にＥＭＭを送出して視聴契約に応じた限定視聴の管理が行えるしくみが
あり、それらを用いて有料放送も比較的簡単に実現できる。以下に従来のデジタル放送受
信機およびデジタル放送システムについて説明する。図１３は従来のデジタル放送受信機
の構成を示すものである。
【０００４】
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図１３において、１３１はチューナーでアンテナが受信したデジタルテレビ放送を受信し
て後述するマイコン１３５の制御により選局した後検波を行う。１３２はリモコンでユー
ザーが所望する番組を選択したりＧＵＩを操作するためのユーザーインターフェースであ
る。
【０００５】
１３３はデコーダーでチューナー１３１が選局して検波したデジタル放送の信号を入力し
、デジタル復調した後ユーザーが選択した番組に相当するパケットをフィルタリングし、
テレビジョン放送番組についてはＡＶデコードして接続されるテレビに出力し、データ放
送番組やＥＭＭなどのセクションデータについてはメモリー１３４に一旦展開する。１３
５はマイコンでリモコン１３２からの選局操作信号を解析しそれに応じてチューナー１３
１の選局制御やデコーダ１３３のフィルタリングパケットを指定する制御を行う。
【０００６】
ユーザーが選択した番組の局を示すデータはＥＥＰＲＯＭＡ１３６の選局データ領域にマ
イコン１３５が記録する。リセット時マイコン１３５はＥＥＰＲＯＭＡ１３６の選局デー
タ領域のデータを読み出し、その内容に応じた選局を行うようチューナー１３１を制御す
る。
【０００７】
そのことによりユーザーは電源投入時には電源遮断時に視聴していた放送を操作せずに視
聴することができる。ユーザーの有料放送購入履歴などの視聴情報（請求項では視聴履歴
情報と表現している）はマイコン１３５の制御でＩＣカード１３７内のＥＥＰＲＯＭＢ１
３８に記憶されておりその視聴情報はＥＭＭセクション内に示されている後述する強制発
呼情報に応じてマイコン１３５の制御でモデム１３９から視聴情報収集センターに送信さ
れる。
【０００８】
チューナー１３１で受信し選局されたデータ放送のセクションデータはメモリー１３４に
一旦展開された後ＨＤＤ（ハードディスク）１３０に転送され蓄積される。蓄積されたデ
ータ放送は、ユーザーが視聴したい時にリモコン１３２を用いてＧＵＩで操作すると、マ
イコン１３５はそのリモコン１３２からの信号を解析しその内容に応じて必要なデータを
ＨＤＤ１３０から読み出し、メモリー１３４でデータ構築した後デコーダーにおいて表示
できるグラフィクスデータや静止画データに変換され接続されるテレビに出力される。
【０００９】
次に従来のマイコン１３５が実行する選局制御と蓄積するデジタル放送の選択制御につい
て図１５を用いて説明する。
【００１０】
マイコン１３５は上述したようにユーザーが選択した番組の局を示すデータはＥＥＰＲＯ
ＭＡ１３６の選局データ領域に記録する。リセット後マイコン１３５はＥＥＰＲＯＭＡ１
３６の選局データ領域のデータをリードしその内容に応じた選局を行うようチューナ１３
１を制御する（ＳＴＥＰ２）。
【００１１】
その後ユーザーがリモコン１３２を用いて選局操作をした場合（ＳＴＥＰ３）、マイコン
１３５はその操作を解析し、その結果に応じた選局を行うようにチューナー１３１の制御
するとともにＥＥＰＲＯＭＡ１３６の選局データ領域のデータを更新する（ＳＴＥＰ４）
。
【００１２】
次に従来の受信契約情報を伝送するＥＭＭセクションについて図１４を用いて説明する。
【００１３】
受信機に一般的に使用されるセキュリティモジュールには個別にデコーダ識別番号が与え
られており、ＥＭＭパケットを受信した後セクション内のデコーダ識別番号を示すフィー
ルドのデータを受信機は読み出して当該デコーダ識別番号と一致した場合、受信機はユー
ザー宛ての受信契約情報と判断しＥＭＭセクションを受信する。
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【００１４】
そのセクション内に含まれている情報は主に図１４に示されている。
図１４においてＥＭＭセクションヘッダーはセクションにおけるＥＭＭセクションの識別
用のヘッダーである。デコーダ識別番号は前述した通りである。有料事業体識別コードは
有料放送運用上の事業体を識別するコードである。更新番号は個別情報が更新する時に増
加する番号である。
【００１５】
有効期限は個別情報の有効期限の情報である。ワーク鍵はスクランブルを解除するのに必
要な鍵情報である。ＰＰＶ契約情報設定はペイパービューの契約情報設定の情報である。
強制発呼設定は受信機に視聴情報を視聴情報収集センターに送信するために強制発呼を指
示する情報である。
【００１６】
次に従来のデータ提供方法と課金方法について図１６を用いて説明する。
１６１はデジタルテレビ受信機のユーザーである。サービス事業体１６２と視聴契約し、
サービス事業体１６２が提供するサービスデータを、デジタルテレビ受信機を使用して受
信して視聴する。１６３はＥＭＭ送出事業体でサービス事業体１６２の委託を受けて全視
聴契約者に対して前記ＥＭＭセクションを送出する。
【００１７】
ユーザー１６１のデジタルテレビ受信機はＥＭＭ送出事業体１６３の送出する全ＥＭＭセ
クションからデコーダ識別番号の一致したＥＭＭセクションを受信し視聴に必要なスクラ
ンブル解除キーを生成するための情報などを得る。
【００１８】
１６４は視聴情報収集センターでサービス事業体１６２の委託により全視聴契約者の有料
放送購入履歴等の視聴情報を収集する。ユーザー１６１の視聴情報は使用しているデジタ
ル受信機が受信したＥＭＭセクション内の強制発呼設定情報に応じて視聴情報収集センタ
ー１６４に送信する。視聴情報収集センター１６４は収集した視聴情報をサービス事業体
１６２に提出する。サービス事業体はユーザー１６１の視聴情報に応じてユーザー１６１
に視聴料として課金する。
【００１９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら上記のような構成では、リセット直後以外はユーザーが自由に選局できるの
でサービス事業体がデジタル放送を用いて提供するサービスを常に受信できる状態にチュ
ーナーの選局を設定し保持する、またはＨＤＤ等の蓄積デバイスに常に蓄積できるよう設
定し保持するデジタル放送受信機を実現する事は困難であるという問題が生じていた。
また、サービス事業体が提供するデジタル放送サービスを、常に受信できる状態にチュー
ナーの選局を設定するためのデータ、ＨＤＤ等の蓄積デバイスに常に蓄積できる状態に設
定するためのデータを含んで送信されるＥＭＭセクションまたはＥＭＭメッセージセクシ
ョンを受信してチューナーの選局設定や蓄積デバイスに蓄積するデジタル放送のサービス
を設定するデジタル放送受信機を実現できないという問題が生じていた。
【００２０】
また、事業体が提供したサービスをユーザーが常に受信できるようにチューナーの選局を
設定して視聴したかどうかまたはＨＤＤ等の蓄積デバイスに常に蓄積できるよう設定し蓄
積して視聴したかどうかという視聴情報を送信する事が困難という問題が生じていた。
【００２１】
また、事業体は提供するサービスを常に受信できる状態にチューナーの選局を設定するた
めのデータ、ＨＤＤ等の蓄積デバイスに常に蓄積できる状態に設定するためのデータを重
畳してサービスデータの提供が困難という問題が生じていた。
【００２２】
また、事業体は提供する広告を常に受信できる状態にチューナーの選局を設定するための
データ、ＨＤＤ等の蓄積デバイスに常に蓄積できる状態に設定するためのデータを重畳し
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て広告の提供が困難という問題が生じていた。
【００２３】
また、事業体は提供したサービスをユーザーが常に受信できる状態にチューナーの選局を
設定して視聴したかどうかまたはＨＤＤ等の蓄積デバイスに常に蓄積できるよう設定して
視聴したかどうかという視聴情報を入手してその結果に応じて視聴料の課金を調整する事
が困難という問題が生じていた。
【００２４】
また、メーカーは特定の事業体が提供するサービスを常に受信できる状態にチューナーの
選局を設定したまたはＨＤＤ等の蓄積デバイスに常に蓄積できるよう設定して出荷し、将
来にデジタル放送を使用して設定事業体の変更を容易に可能とするデジタル放送受信機を
販売する事が困難という問題が生じていた。
【００２５】
本発明は上記従来の問題点を解決するもので、デジタル放送受信機およびデータ提供方法
および課金方法および販売方法を提供することを目的とする。
【００２６】
【課題を解決するための手段】
　本発明にかかるデジタル放送受信機は、放送事業体から提供されるサービスが重畳され
たデジタル放送を受信して前記サービスをユーザーに視聴させるデジタル放送受信機であ
って、前記放送事業体から提供されるサービスが重畳されたデジタル放送を受信し選局を
行う少なくとも一つの選局手段と、ユーザーの視聴情報である視聴履歴情報を視聴履歴情
報収集センターに送信する送信手段と、前記サービスを前記選局手段に常に受信させるか
否かを示す選局固定情報を前記デジタル放送を通じて受信した後に、前記選局固定情報が
前記サービスを前記選局手段に常に受信させることを示す情報である場合には、前記サー
ビスを常に受信するように前記選局手段の選局を固定する選局制御手段と、前記サービス
をユーザーが視聴した際に、前記サービスを常に受信するように固定されている状態の前
記選局手段で当該視聴したサービスを受信したかどうかを示す選局固定視聴情報を記憶す
る選局固定視聴情報記憶手段とを備え、前記選局制御手段はさらに、前記選局固定視聴情
報を前記視聴履歴情報とともに視聴履歴情報収集センターに送信するよう制御することを
特徴とするデジタル放送受信機である。
【００２７】
　また、本発明にかかるデジタル放送受信機は、さらに、前記選局手段で選局したサービ
スを蓄積する不揮発性のデジタル放送蓄積手段と、前記デジタル放送蓄積手段に蓄積した
サービスをユーザーが視聴した際に、当該視聴されたサービスが、前記放送事業体の提供
するサービスを常に受信して蓄積するように固定されている状態の前記選局手段で受信さ
れて蓄積されたサービスであるか否かを示す蓄積固定視聴情報を記憶する蓄積固定視聴情
報記憶手段とを備え、前記選局制御手段は、さらに、前記選局固定情報が前記サービスを
前記選局手段に常に受信することを示す指示である場合には、前記サービスを常に受信す
るように前記選局手段の選局を固定し、受信した当該サービスを前記デジタル放送蓄積手
段に蓄積し、前記蓄積固定視聴情報を視聴履歴情報とともに視聴履歴情報収集センターに
送信するよう制御することを特徴とするデジタル放送受信機である。
【００４１】
【発明の実施の形態】
以下では、当該発明にかかる実施の形態について、図面を参照しつつ説明を行う。
【００４２】
（実施の形態１）
以下本発明の実施の形態１について、図面を参照しながら説明する。
図１において、１はチューナーで、アンテナが受信したデジタルテレビ放送を受信して後
述するマイコン５の制御により選局したのち検波を行う。２はリモコンで、ユーザーが所
望する番組を選局したりＧＵＩを操作するためのユーザーインターフェースである。
【００４３】
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３はデコーダーで、チューナー１が選局して検波したデジタル放送の信号を入力し、デジ
タル復調した後マイコン５が設定するサービスのパケットをフィルタリングし、テレビジ
ョン放送番組についてはＡＶデコードして接続されるテレビに出力する。ＥＭＭなどのセ
クションデータについてはマイコン５の制御でメモリー４に一旦展開して解析する。
【００４４】
６はＥＥＰＲＯＭＡで、選局データ領域にはチューナー１が選局している局を示すデータ
を、選局制御データ領域にはユーザーの選局操作に応じず後述するＥＭＭセクション内の
選局固定設定データに応じて選局を固定しているかどうかの状態を示す内容のデータをマ
イコン５の制御で書き込まれている。
【００４５】
リセット時マイコン５はＥＥＰＲＯＭＡ６の選局データ領域と選局制御データ領域のデー
タを読み出し、その内容に応じた選局を行うようチューナー１を制御する。この制御手順
については後に図３を用いて説明する。そのことによりユーザーは電源投入時には電源遮
断時に視聴していた放送を操作せずに視聴することになる。
【００４６】
なお、ＥＥＰＲＯＭＡ６を備えずマイコン５はチューナー１が選局している局を示すデー
タやユーザーの選局操作に応じず後述するＥＭＭセクション内の選局固定設定データに応
じて選局を固定しているかどうかの状態を示す内容のデータを記憶させる制御を行わず、
リセット後はチューナー１はハードの初期設定に応じた選局を行う場合もある。その場合
ユーザーは電源投入時には電源遮断時に視聴していた放送を操作せずに視聴することはで
きない。
【００４７】
次に実施の形態１の受信契約情報を伝送するＥＭＭセクションについて図２を用いて説明
する。
【００４８】
一般的に受信機が使用するセキュリティモジュールには個別にデコーダ識別番号が与えら
れており、ＥＭＭパケットを受信した後セクション内のデコーダ識別番号を示すフィール
ドのデータを受信機は読み出して当該デコーダ識別番号と一致した場合、受信機はユーザ
ー宛ての受信契約情報と判断しＥＭＭセクションを受信する。本発明のそのセクション内
に含まれている情報は主に図２に示されている。
図２においてＥＭＭセクションヘッダーはセクションにおけるＥＭＭセクションの識別用
のヘッダーである。デコーダ識別番号は前述した通りである。有料事業体識別コードは有
料放送運用上の事業体を識別するコードである。更新番号は個別情報が更新する時に増加
する番号である。
有効期限は個別情報の有効期限の情報である。ワーク鍵はスクランブルを解除するのに必
要な鍵情報である。ＰＰＶ契約情報設定はペイパービューの契約情報設定の情報である。
強制発呼設定は受信機に視聴情報収集センターに視聴情報を送信するよう強制発呼を指示
する情報である。選局固定設定はＥＭＭセクション内の有料事業体識別コードで示される
事業体が、受信機に対して提供するサービスを常に受信できるよう選局を設定することを
指示する事を意味している。
なお、ここで言う受信機の選局とは、チューナーの選局を意味しているだけでなくデコー
ダーのフィルタリング含めた事業体の提供するサービスの選択を意味する場合も有る。ま
た特にＨＤＤや不揮発性メモリー等の蓄積デバイスを備える受信機の場合にはチューナー
の選局による前記蓄積デバイスに蓄積するデジタル放送の選局やデコーダのフィルタリン
グ含めた蓄積する事業体の提供するサービスの選択を意味する場合もある。
【００４９】
選局固定設定例としては例えば図２に数例示したようにように、１バイトの情報において
００ｈである場合、上位１ビットが０であるため受信機のチューナーの選局を固定して設
定しないことを指示し、８Ｆｈである場合上位１ビットが１であるため受信機のチューナ
ーの選局を残り下位ビットの０Ｆｈが示すチャンネルのデジタル放送を受信するように固
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定して設定する事を指示する。
【００５０】
また別の例では１バイトの情報において００ｈである場合上位１ビットが０であるためＥ
ＭＭセクション内の有料事業体識別コードで示される事業体の提供するサービスを受信す
るように固定して設定しないことを指示し、８８ｈである場合上位１ビットが１であるた
めチューナーの選局を残り下位ビットの０８ｈが示すチャンネルのデジタル放送を受信す
るように固定し、有料事業体識別コードで示される事業体の提供するサービスを受信する
ようにデコーダーのフィルタリングを固定して設定することを指示する場合もある。
【００５１】
また別の例では、３バイトの情報において００００００ｈである場合上位１ビットが０で
あるため受信機の選局やデコーダのフィルタリングを固定して設定しないことを指示し、
Ａ２０１４６ｈである場合上位１ビットが１であるため受信機のチューナーの選局をその
ビットの下位７ビットの２２ｈが示すチャンネルのデジタル放送を受信するように固定し
、更に下位８ビットの１４６ｈが示すサービスＩＤのサービスを受信するようデコーダー
のフィルタリングの設定する事を指示する。なお、本実施の形態のＥＭＭパケットに含ま
れる選局固定設定データはＥＭＭメッセージパケットに含まれていても良い。
【００５２】
次に本実施の形態１におけるマイコン５によるチューナー１の制御を図３を用いて説明す
る。
【００５３】
前述した本実施の形態のＥＭＭセクションを受信した後マイコン５はＥＭＭセクション内
の選局固定設定データを読み出し、選局固定かどうかの判別をする（ＳＴＥＰ１）。
【００５４】
選局固定を示すデータであった場合は、ＥＥＰＲＯＭＡ６の選局データ領域のデータを選
局固定設定データ内で示されているチューナーの選局データに更新するとともに、ＥＥＰ
ＲＯＭＡ６の選局制御データをユーザーの選局操作に応じず選局データ領域のデータの示
す選局に固定する事を示すデータに更新する（ＳＴＥＰ２）。
【００５５】
チューナー選局固定を示すデータでなかった場合は、前記両領域のデータの更新は行わな
い。その後ユーザーが電源オフなどの操作をしてリセット後（ＳＴＥＰ３）、マイコン５
はＥＥＰＲＯＭＡ６の選局データ領域のデータをリードしその内容に応じた選局の設定を
行う（ＳＴＥＰ４）。その後ユーザーがリモコンで選局操作を行った場合（ＳＴＥＰ５）
、マイコン５はＥＥＰＲＯＭＡ６の選局制御データ領域のデータをリードしユーザーの選
局操作に応じず選局データ領域のデータの示す選局を行う事を示すデータかどうかを判別
する（ＳＴＥＰ６）。
【００５６】
ユーザーの選局操作に応じず選局データ領域のデータの示す選局を行う事を示すデータで
あればユーザーの選局操作をチューナー１の選局に対して無効とし、そうでなければユー
ザーの選局操作に応じてチューナー１の選局を制御しＥＥＰＲＯＭＡ６の選局データ領域
のデータも対応させて更新する（ＳＴＥＰ７）。
【００５７】
なお、本発明におけるチューナーは複数個備えてそれぞれに対応する選局データ領域と選
局制御データ領域を備えてそれぞれのチューナーに異なる選局制御をしても良い。
【００５８】
また、ＥＭＭセクション内の選局固定設定データを読み出し、チューナー選局固定かどう
かの判別をした後リセットを待たずに選局固定設定データに応じたチューナーの選局制御
を行っても良い。また選局固定設定としては選局固定設定データ内の示す選局データに応
じてチューナーの選局を固定して設定しても良いし、ＥＭＭセクション内の有料事業体識
別コードで示される事業体の提供するサービスを受信するようにチューナーの選局とデコ
ーダーのフィルタリングを固定して設定しても良いし、選局固定設定データ内の示す選局
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データとサービスＩＤに応じてチューナーの選局とデコーダーのフィルタリングのを固定
設定しても良い。
このように受信したＥＭＭセクション内の選局固定設定データをリードしてその内容に応
じた選局制御を行う事によりサービス事業体がデジタル放送を用いて提供するサービスを
常に受信できる状態にチューナーの選局を設定し保持する事は困難であるという問題や、
サービス事業体が提供するデジタル放送サービスを、常に受信できる状態にチューナーの
選局を設定するためのデータを含んで送信されるＥＭＭセクションまたはＥＭＭメッセー
ジセクションを受信してチューナーの選局を設定するデジタル放送受信機を実現できない
という問題が解決されている。
【００５９】
（実施の形態２）
以下本発明の実施の形態２について、図面を参照しながら説明する。
【００６０】
図４において、４１はチューナーで、アンテナが受信したデジタルテレビ放送を受信して
後述するマイコン４５の制御により選局したのち検波を行う。４２はリモコンで、ユーザ
ーが所望する番組を選局したりＧＵＩを操作するためのユーザーインターフェースである
。
【００６１】
４３はデコーダーで、チューナー４１が選局して検波したデジタル放送の信号を入力し、
デジタル復調した後マイコン４５が設定するサービスのパケットをフィルタリングし、テ
レビジョン放送番組についてはＡＶデコードして接続されるテレビに出力する。ＥＭＭな
どのセクションデータについてはマイコン４５の制御でメモリー４４に一旦展開して解析
する。
【００６２】
４６はＥＥＰＲＯＭＡで、選局データ領域にはチューナー４１が選局している局を示すデ
ータを、選局制御データ領域にはユーザーの選局操作に応じず前述したＥＭＭセクション
内の選局固定設定データに応じて選局を固定しているかどうかの状態を示す内容のデータ
をマイコン４５の制御で書き込まれている。
【００６３】
リセット時マイコン４５はＥＥＰＲＯＭＡ４６の選局データ領域と選局制御データ領域の
データを読み出し、その内容に応じた選局を行うようチューナー４１を制御する。そのこ
とによりユーザーは電源投入時には電源遮断時に視聴していた放送を操作せずに視聴する
ことになる。
【００６４】
４７はセキュリティモジュールであるＩＣカードで、ユーザーが有料放送を視聴した履歴
などの視聴情報が内部のＥＥＰＲＯＭＢ４８に記録されている。ＥＥＰＲＯＭＢ４８の選
局固定データ領域には、ユーザーが視聴した時チューナー４１の選局を前述したＥＭＭセ
クション内の選局固定設定データに応じて固定して視聴したかどうかを示すデータがユー
ザーの視聴情報に対応させてマイコン４５の制御で書き込まれている。
【００６５】
４９はモデムで、ＥＥＰＲＯＭＢに書き込まれている選局固定データを含めて視聴情報と
してマイコン４５の制御で視聴情報収集センターに送信する。
【００６６】
実施の形態２の受信契約情報を伝送するＥＭＭセクションについては実施の形態１と同様
なので説明は省略する。
【００６７】
本実施の形態２におけるマイコン４５によるチューナー４１の制御も実施の形態１と同様
なので説明は省略する。
【００６８】
本実施の形態２におけるマイコン４５によるＥＥＰＲＯＭＢ４８の選局固定データ領域書
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き込み制御と視聴情報送信制御について図５を用いて説明する。
【００６９】
ユーザーがサービスを視聴した時、マイコン４５は受信しているチューナー４１に対応す
る選局制御データ領域のデータをリードしＥＭＭセクション内の選局固定設定データに応
じて選局制御が固定されているかどうかを判別する（ＳＴＥＰ１）。
【００７０】
選局制御が固定されている場合は、ＥＥＰＲＯＭＢ４８の選局固定データ領域に選局制御
が固定されているチューナーで視聴した事を示すデータをそのサービスの視聴情報と関連
付けて書き込む。そうでない場合は選局制御が固定されていないチューナーで視聴した事
を示すデータをそのサービスの視聴情報と関連付けて書き込む（ＳＴＥＰ２）。
【００７１】
その関連付けは、視聴したサービスの視聴情報を記憶している領域のアドレスと関連付け
たアドレスに書き込む事や、サービスの視聴情報を記憶する順番に合わせる事などで容易
に実現できる。その視聴情報と選局固定データは前記ＥＭＭセクション内に示されている
前述した強制発呼情報に応じてマイコン４５の制御でモデム４９から視聴情報収集センタ
ーに送信される（ＳＴＥＰ３）。
【００７２】
なお、本発明におけるチューナーは複数個備えてそれぞれに対応する選局データ領域と選
局制御データ領域を備えてそれぞれのチューナーに異なる選局制御をしても良い。
【００７３】
また、ＥＭＭセクション内の選局固定設定データを読み出し、チューナー選局固定かどう
かの判別をした後リセットを待たずにチューナーの選局制御を行っても良い。また、選局
固定データ領域はＩＣカードの外部に用意してモデム４９の送信時に視聴情報に関連付け
ても良い。
このように実施の形態１の効果に加えてユーザーがサービスを視聴した時ＥＭＭセクショ
ン内の選局固定設定データに応じてチューナーを固定して視聴したかどうかを示すデータ
を視聴情報に含めて視聴情報収集センターに送信することにより、サービス事業体は提供
したサービスをユーザーが常に受信できる状態にチューナーの選局を設定して視聴したか
どうかという視聴情報を入手してその結果に応じて課金する事が困難という問題が解決さ
れている。
【００７４】
（実施の形態３）
以下本発明の実施の形態３について、図面を参照しながら説明する。
【００７５】
図６において、６１と６７はチューナーで、アンテナが受信したデジタルテレビ放送を受
信して、後述するマイコン６５の制御によりそれぞれ選局したのち検波を行う。６２はリ
モコンで、ユーザーが所望する番組を選局したりＧＵＩを操作するためのユーザーインタ
ーフェースである。
【００７６】
６３はデコーダーで、チューナー６１とチューナー６７がそれぞれ選局して検波したデジ
タル放送の信号両方を入力し、デジタル復調した後マイコン６５が設定するサービスのパ
ケットをフィルタリングする。後述する選局制御により、テレビジョン放送番組について
はチューナー６７が選局して検波出力した信号をＡＶデコードして接続されるテレビに出
力する。
【００７７】
ＥＭＭなどのセクションデータやデータ放送については、チューナー６１が選局しデコー
ダー６３がマイコン６５の制御でフィルタリングしたデータを、マイコン６５の制御でメ
モリー６４に一旦展開する。６０はＨＤＤで、メモリー６４に展開されたチューナー６１
で選局したデータ放送のデータをマイコン６５の制御で順次書き込んで蓄積する。
【００７８】
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６６はＥＥＰＲＯＭＡで、チューナー６１とチューナー６７に対応する選局データ領域に
は、それぞれのチューナーが選局している局を示すデータを、チューナー６１とチューナ
ー６７に対応する選局制御データ領域には、ユーザーの選局操作に応じず後述するＥＭＭ
セクション内の選局固定設定データに応じて選局を固定しているかどうかのそれぞれのチ
ューナーの状態を示す内容のデータを、マイコン６５の制御で書き込まれている。
【００７９】
リセット時マイコン６５はＥＥＰＲＯＭＡ６６の全選局データ領域のデータを読み出し、
それらの内容に応じた選局を行うようチューナー６１とチューナー６７を制御する。その
ことによりユーザーは電源投入時には電源遮断時に視聴または蓄積していた放送を操作せ
ずに視聴またはＨＤＤに蓄積できる。
【００８０】
実施の形態３の受信契約情報を伝送するＥＭＭセクションについては実施の形態１と同様
なので説明は省略する。
【００８１】
次に本実施の形態３におけるマイコン６５によるチューナー６１そしてチューナー６７の
選局制御を図７を用いて説明する。
前述した本実施の形態のＥＭＭセクションを受信した後、マイコン６５はＥＭＭセクショ
ン内の選局固定設定データを読み出し、チューナー選局固定かどうかの判別をする（ＳＴ
ＥＰ１）。チューナー選局固定を示すデータであった場合は、ＥＥＰＲＯＭＡ６６の全選
局制御データをリードする（ＳＴＥＰ２）。
【００８２】
リードしたデータを解析し選局固定されていないかどうかを判別する（ＳＴＥＰ３）。チ
ューナー６１が選局固定されていない場合は、チューナー６１に対応するＥＥＰＲＯＭＡ
６６の選局データ領域のデータを、ＥＭＭセクション内の有料事業体識別コードで示され
る事業体の放送を受信するチューナーの選局データに更新するとともに、ＥＥＰＲＯＭＡ
６６の選局制御データをユーザーの選局操作に応じず選局データ領域のデータの示す選局
を行う事を示すデータに更新する（ＳＴＥＰ４）。
【００８３】
この場合、予め有料事業体識別コードとその事業体の提供するサービスの放送局、サービ
スＩＤ等の情報のテーブルを用意しておく事で可能である。チューナー選局固定を示すデ
ータでなかった場合や全てのチューナーが選局固定されている場合は、前記ＥＥＰＲＯＭ
Ａ６６の全領域のデータ更新は一切行わない。その後ユーザーが電源オフなどの操作をし
てリセット後（ＳＴＥＰ５）、マイコン６５はＥＥＰＲＯＭＡ６６の、選局データ領域の
全データをリードしそれぞれのチューナーにその内容に応じた選局の制御を行う（ＳＴＥ
Ｐ６）。
【００８４】
その後選局固定されているチューナー６１の受信するデジタル放送の内、ＥＭＭセクショ
ン内の有料事業体識別コードで示される事業体のデータ放送サービスをフィルタリングす
るようマイコン６５はサービスＩＤを設定する。デコーダ６３は前記事業体のデータ放送
サービスフィルタリングし、メモリー６４上に展開し、順次ＨＤＤ６０に蓄積する（ＳＴ
ＥＰ７）。
【００８５】
ユーザーがリモコンで選局操作を行った場合（ＳＴＥＰ８）、マイコン６５はＥＥＰＲＯ
ＭＡ６６の選局制御データ領域の全データをリードし、ユーザーの選局操作に応じて選局
を行う事を示すデータに対応するチューナー６７を使用して、ユーザーの選局操作に応じ
た選局を制御し、対応するＥＥＰＲＯＭＡ６６の選局データ領域のデータも対応させて更
新する（ＳＴＥＰ９）。
なお、本発明においてＨＤＤ６０を備えず、データ放送のデータを蓄積しない場合も有り
得る。その場合はチューナーの選局制御に関わる構成ならびに動作となる。
【００８６】
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また、チューナー制御では、チューナー３個以上備えそれぞれに対応する選局データ領域
と選局制御データ領域を備えて、それぞれのチューナーに異なる選局制御をしても良い。
複数のチューナーの内、予め選局固定する順番を決めておくのも良い。
【００８７】
複数のチューナーの内、予め選局固定するチューナーを決めておいて、選局固定設定デー
タを受信後、全てのチューナーの選局制御データを参照せず、予め決められている固定す
るチューナーの選局データと選局制御データを更新するように制御しても良い。
【００８８】
その場合、ユーザーの選局操作に対しても、全てのチューナーの選局制御データを参照せ
ず、予め決められている固定するチューナー以外のチューナーを使用するように制御して
も良い。ＥＭＭセクション内の選局固定設定データを読み出し、チューナー選局固定かど
うかの判別をした後リセットを待たずにチューナーの選局制御を行っても良い。
【００８９】
また選局固定設定としては、選局固定設定データ内の示す選局データに応じてチューナー
の選局を固定して設定しても良いし、ＥＭＭセクション内の有料事業体識別コードで示さ
れる事業体の提供するサービスを受信するように、チューナーの選局とデコーダーのフィ
ルタリングを固定して設定しても良いし、選局固定設定データ内の示す選局データとサー
ビスＩＤに応じてチューナーの選局とデコーダーのフィルタリングのを固定設定しても良
い。
このように複数チューナーと蓄積用ＨＤＤを備え受信したＥＭＭセクション内の選局固定
設定データをリードしてその内容に応じた選局固定と選局固定されたチューナーの受信す
るサービスを蓄積用ＨＤＤに蓄積するよう蓄積制御を行う事により、サービス事業体がデ
ジタル放送を用いて提供するサービスを常に受信できる状態にチューナーの選局を設定し
保持するまたはＨＤＤ等の蓄積デバイスに常に蓄積できるよう設定し保持するデジタル放
送受信機を実現する事は困難であるという問題やサービス事業体が提供するデジタル放送
サービスを、常に受信できる状態にチューナーの選局を設定するためのデータ、ＨＤＤ等
の蓄積デバイスに常に蓄積できる状態に設定するためのデータを含んで送信されるＥＭＭ
セクションまたはＥＭＭメッセージセクションを受信してチューナーの選局設定や蓄積デ
バイスに蓄積するデジタル放送を設定するデジタル放送受信機を実現できないという問題
が解決されている。
【００９０】
（実施の形態４）
以下本発明の実施の形態４について、図面を参照しながら説明する。
【００９１】
図８において、８１と８０７はチューナーで、アンテナが受信したデジタルテレビ放送を
受信して、後述するマイコン８５の制御によりそれぞれ選局したのち検波を行う。８２は
リモコンでユーザーが所望する番組を選局したりＧＵＩを操作するためのユーザーインタ
ーフェースである。
【００９２】
８３はデコーダーで、チューナー８１とチューナー８０７がそれぞれ選局して検波したデ
ジタル放送の信号両方を入力し、デジタル復調した後マイコン８５が設定するサービスの
パケットをフィルタリングする。テレビジョン放送番組については、チューナー８７が選
局して検波出力した信号をＡＶデコードして接続されるテレビに出力する。
【００９３】
ＥＭＭなどのセクションデータやデータ放送については、チューナー８１が選局してデコ
ーダー８３がマイコン８５の制御でフィルタリングしたデータをマイコン８５の制御でメ
モリー８４に一旦展開する。８０はＨＤＤで、メモリー８４に展開されたチューナー８１
で選局受信したデータ放送のデータをマイコン８５の制御で順次書き込んで蓄積する。
【００９４】
メモリー８６はＥＥＰＲＯＭＡで、チューナー８１とチューナー８０７に対応する選局デ
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ータ領域には、それぞれのチューナーが選局している局を示すデータを、チューナー８１
とチューナー８７に対応する選局制御データ領域には、ユーザーの選局操作に応じず後述
するＥＭＭセクション内の選局固定設定データに応じて選局を固定しているかどうかのそ
れぞれのチューナーの状態を示す内容のデータをマイコン８５の制御で書き込まれている
。
【００９５】
リセット時マイコン８５はＥＥＰＲＯＭＡ８６の全選局データ領域のデータを読み出し、
その内容に応じた選局を行うようチューナー６１とチューナー６７を制御する。そのこと
によりユーザーは、電源投入時には電源遮断時に視聴または蓄積していた放送を操作せず
に視聴またはＨＤＤに蓄積できる。
【００９６】
ＨＤＤ８０の蓄積固定データ領域には、ＨＤＤ８０に蓄積するサービスの選択を前述した
ＥＭＭセクション内の選局固定設定データに応じて固定して蓄積したかどうかを示すデー
タが、蓄積サービスデータに対応させてマイコン８５の制御で書き込まれている。
【００９７】
８７はＩＣカードで、ユーザーが有料放送を視聴した履歴などの視聴情報が内部のＥＥＰ
ＲＯＭＢ８８に記録されている。ＥＥＰＲＯＭＢ８８の選局固定データ領域には、チュー
ナー８１またはチューナー８０７の選局を、前述したＥＭＭセクション内の選局固定設定
データに応じて固定して視聴したかどうかを示すデータが、ユーザーの視聴情報に対応さ
せてマイコン８５の制御で書き込まれている。８９はモデムで、ＥＥＰＲＯＭＢに書き込
まれている視聴情報と選局固定データをマイコン８５の制御で視聴情報収集センターに送
信する。
【００９８】
実施の形態４の受信契約情報を伝送するＥＭＭセクションについては実施の形態１と同様
なので説明は省略する。
【００９９】
本実施の形態４におけるマイコン８５によるチューナー８１と８０７の制御も実施の形態
３と同様なので説明は省略する。
【０１００】
本実施の形態４におけるマイコン８５によるＥＥＰＲＯＭＢ８８の選局固定データ領域書
き込み、視聴情報送信およびＨＤＤ８０の蓄積固定データ書き込み制御について図９を用
いて説明する。サービスをＨＤＤ８０に蓄積した時、マイコン８５は受信しているチュー
ナーに対応する選局制御データ領域のデータをリードし、ＥＭＭセクション内の選局固定
設定データに応じて選局制御が固定されているかどうかを判別する（ＳＴＥＰ１）。
【０１０１】
選局制御が固定されている場合は、ＨＤＤ８０の蓄積固定データ領域に選局制御が固定さ
れているチューナーで蓄積した事を示すデータを、そのサービスの蓄積するデータと関連
付けて書き込む。そうでない場合は選局制御が固定されていないチューナーで蓄積した事
を示すデータをそのサービスの蓄積するデータと関連付けて書き込む（ＳＴＥＰ２）。
【０１０２】
その関連付けは、蓄積したサービスの蓄積するデータを記憶している領域のアドレスと関
連付けたアドレスに書き込む事や、蓄積するサービスを記憶する順番に合わせる事などで
容易に実現できる。
【０１０３】
その後ユーザーが蓄積されているサービスを視聴した時（ＳＴＥＰ３）、マイコン８５は
視聴している蓄積されたサービスに対応する蓄積固定データ領域のデータをリードし、Ｅ
ＭＭセクション内の選局固定設定データに応じて選局制御が固定されている状態で蓄積さ
れたかどうかを判別する（ＳＴＥＰ４）。
【０１０４】
選局制御が固定されていた場合は、ＥＥＰＲＯＭＢ８８の選局固定データ領域に選局制御
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が固定されているチューナーで視聴した事を示すデータをそのサービスの視聴情報と関連
付けて書き込む。そうでない場合は選局制御が固定されていないチューナーで視聴した事
を示すデータをそのサービスの視聴情報と関連付けて書き込む（ＳＴＥＰ５）。
【０１０５】
その関連付けは、視聴したサービスの視聴情報を記憶している領域のアドレスと関連付け
たアドレスに書き込む事やサービスの視聴情報を記憶する順番に合わせる事などで容易に
実現できる。その視聴情報と選局固定データは、前記ＥＭＭセクション内に示されている
後述する強制発呼情報に応じて、マイコン８５の制御でモデム８９から視聴情報収集セン
ターに送信される（ＳＴＥＰ６）。
【０１０６】
なお、本発明においてチューナーは、３個以上備えてそれぞれに対応する選局データ領域
と選局制御データ領域を備えて、それぞれのチューナーに異なる選局制御をしても良い。
また、選局固定データ領域はＩＣカードの外部に用意してモデム４９の送信時に視聴情報
に関連付けても良い。
【０１０７】
このようにマイコンがデジタル放送サービスを蓄積した時ＥＭＭセクション内の選局固定
設定データに応じてチューナーを固定して蓄積したかどうかを示すデータをＨＤＤ等の蓄
積デバイス内に蓄積するサービスのデータに関連付けて記憶し、ユーザーが蓄積したサー
ビスを視聴する時に対応する前記データを読み出すことにより、ＥＭＭセクション内の選
局固定設定データに応じてチューナーを固定して蓄積したサービスを視聴したかどうかを
示すデータを視聴情報に含めて視聴情報収集センターに送信することができるようになり
、事業体が提供したサービスをユーザーが常にＨＤＤ等の蓄積デバイスに常に蓄積できる
よう設定し蓄積して視聴したかどうかという視聴情報を送信する事が困難という問題が解
決されている。
【０１０８】
（実施の形態５）
以下本発明の実施の形態５について、図面を参照しながら説明する。
図１０において、１０１はデジタル放送受信機のユーザーで、サービス事業体１０２の提
供する有料デジタル放送サービスを視聴するための視聴契約をサービス事業体１０２と結
んでいる。
【０１０９】
ユーザー１０１は、デジタル放送受信機の内蔵チューナーの選局をサービス事業体１０２
が提供するサービスを常に受信できる状態に設定するまたは、内蔵のＨＤＤ等の蓄積デバ
イスにサービス事業体１０２が提供するサービスを常に蓄積できるよう設定することをサ
ービス事業体１０２に申請した場合(図中の▲１▼)、サービス事業体１０２は、ユーザー
１０１の前記デジタル放送受信機に対して送るＥＭＭセクションを、内蔵チューナーの選
局をサービス事業体１０２が提供するサービスを常に受信できる状態に設定するまたは、
内蔵のＨＤＤ等の蓄積デバイスにサービス事業体１０２が提供するサービスを常に蓄積で
きるよう設定することを指示する前記選局固定設定データを含めて送信するようＥＭＭ送
出事業体１０３に委託し(図中の▲２▼)、提供するサービスデータと重畳して前記選局固
定データを含めたＥＭＭセクションを送信する（図中の▲３▼）。
【０１１０】
ユーザー１０１のデジタル放送受信機は、前記ＥＭＭセクションを受信して前記選局固定
設定データに応じて内蔵チューナーの選局をサービス事業体１０２が提供するサービスを
常に受信できる状態に設定するまたは、内蔵のＨＤＤ等の蓄積デバイスにサービス事業体
１０２が提供するサービスを常に蓄積できるよう設定する。
【０１１１】
ユーザー１０１がサービス事業体１０２の提供するサービスを前記デジタル放送受信機で
視聴した後、前記デジタル放送受信機は、内蔵チューナーの選局をサービス事業体１０２
が提供するサービスを常に受信できる状態に設定して視聴したまたは、内蔵のＨＤＤ等の
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蓄積デバイスにサービス事業体１０２が提供するサービスを常に蓄積できるよう設定して
蓄積し視聴したという選局固定データを視聴情報に含めて視聴情報収集センター１０４に
送信する（図中の▲４▼）。
【０１１２】
視聴情報収集センター１０４は、収集した選局固定データの内容含めて視聴情報をサービ
ス事業体１０２に提出する（図中の▲５▼）。サービス事業体１０２は入手した視聴情報
を分析しユーザー１０１が前記デジタル放送受信機の内蔵チューナーの選局をサービス事
業体１０２が提供するサービスを常に受信できる状態に設定して視聴したまたは、内蔵の
ＨＤＤ等の蓄積デバイスにサービス事業体１０２が提供するサービスを常に蓄積できるよ
う設定して蓄積し視聴したことを確認し、ユーザー１０１がそのようにして視聴したサー
ビスの視聴料金を割り引く（図中の▲６▼）。
【０１１３】
なお、サービス事業体１０２がユーザー１０１の視聴料金を割り引く条件は、視聴情報で
確認する場合もあるがユーザーが前記デジタル放送受信機の内蔵チューナーの選局をサー
ビス事業体１０２が提供するサービスを常に受信できる状態に設定するまたは、内蔵のＨ
ＤＤ等の蓄積デバイスにサービス事業体１０２が提供するサービスを常に蓄積できるよう
設定することをサービス事業体１０２に申請した場合も有り得り、その場合は前記デジタ
ル放送受信機が視聴情報に選局固定データを含めて送出しない場合もあり得る。
【０１１４】
なお、サービス事業体１０２は広告を提供しても良い。
このように事業体は提供するサービスデータと重畳して前記選局固定データを含めたＥＭ
Ｍセクションを送信することができるので、事業体は提供するサービスを常に受信できる
状態にチューナーの選局を設定するためのデータ、ＨＤＤ等の蓄積デバイスに常に蓄積で
きる状態に設定するためのデータを重畳してサービスデータの提供が困難という問題と事
業体は提供したサービスをユーザーが常に受信できる状態にチューナーの選局を設定して
視聴したかどうか、またはＨＤＤ等の蓄積デバイスに常に蓄積できるよう設定して視聴し
たかどうかという視聴情報を入手してその結果に応じて課金する事が困難という問題は解
決されている。
【０１１５】
（実施の形態６）
以下本発明の実施の形態６について、図面を参照しながら説明する。
図１１において、１１５はデジタル放送受信機を製造するメーカーで、サービス事業体１
１２はデジタル放送受信機のチューナーの選局をサービス事業体１１２が提供するサービ
スを常に受信できる状態に設定または、内蔵のＨＤＤ等の蓄積デバイスにサービス事業体
１１２が提供するサービスを常に蓄積できるよう設定して出荷するよう委託する（図中の
▲１▼）。
【０１１６】
それを受託したメーカー１１５は、デジタル放送受信機のチューナーの選局をサービス事
業体１１２が提供するサービスを常に受信できる状態にプリセットまたは内蔵のＨＤＤ等
の蓄積デバイスにサービス事業体１１２が提供するサービスを常に蓄積できるようプリセ
ットしてデジタル放送受信機を市場に出荷し販売する（図中の▲２▼）。
【０１１７】
その場合メーカー１１５は、出荷委託したサービス事業体１１２からキャッシュバックを
受け相当分を出荷価格から割り引いてる（図中の▲３▼）。１１１はデジタル放送受信機
を購入したユーザーで、サービス事業体１１２の提供するデジタル放送サービスを視聴す
るための視聴契約をサービス事業体１１２と結んでいる（図中の▲４▼）。
【０１１８】
サービス事業体１１２は、ユーザー１１１のデジタル放送受信機に対し送るＥＭＭセクシ
ョンを内蔵チューナーの選局をサービス事業体１１２が提供するサービスを常に受信でき
る状態に設定保持するまたは、内蔵のＨＤＤ等の蓄積デバイスにサービス事業体１１２が
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提供するサービスを常に蓄積できるよう設定保持することを指示する前記選局固定設定デ
ータを含めて送信するようＥＭＭ送出事業体１１３に委託し（図中の▲５▼）、提供する
サービスデータと重畳して前記選局固定データを含めたＥＭＭセクションを送信する（図
中の▲６▼）。
【０１１９】
ユーザー１１１のデジタル放送受信機は、前記ＥＭＭセクションを受信して前記選局固定
設定データに応じて内蔵チューナーの選局をサービス事業体１１２が提供するサービスを
常に受信できる状態に設定保持するまたは、内蔵のＨＤＤ等の蓄積デバイスにサービス事
業体１１２が提供するサービスを常に蓄積できるよう設定保持する。
【０１２０】
ユーザー１１１がサービス事業体１１２の提供するサービスをデジタル放送受信機で視聴
した後、デジタル放送受信機は内蔵チューナーの選局をサービス事業体１１２が提供する
サービスを常に受信できる状態に設定して視聴したまたは、内蔵のＨＤＤ等の蓄積デバイ
スにサービス事業体１１２が提供するサービスを常に蓄積できるよう設定して蓄積し視聴
したという選局固定データを、視聴情報に含めて視聴情報収集センター１１４に送信する
（図中の▲７▼）。
【０１２１】
視聴情報収集センター１１４は、収集した選局固定データの内容含めて視聴情報をサービ
ス事業体１１２に提出する（図中の▲８▼）。
サービス事業体１１２は、入手した視聴情報を分析しユーザー１１１が前記デジタル放送
受信機の内蔵チューナーの選局をサービス事業体１１２が提供するサービスを常に受信で
きる状態に設定して視聴したまたは、内蔵のＨＤＤ等の蓄積デバイスにサービス事業体１
１２が提供するサービスを常に蓄積できるよう設定して蓄積し視聴したことを確認し、ユ
ーザー１１１がそのようにして視聴したサービスの視聴料金を割り引く（図中の▲９▼）
。
【０１２２】
なお、サービス事業体１１２は無料放送事業者であり広告を提供し広告収入で運営してい
る場合、サービス事業体１１２はメーカー１１５へのキャッシュバックのみを行い購入し
たユーザー１１１と視聴契約を結ばずに視聴料を徴収しない場合もありうる。その場合前
記デジタル放送受信機が視聴情報に選局固定データを含めて送出しない場合もあり得る。
【０１２３】
また、メーカー１１５が販売後サービス事業者の委託を受けてユーザー１１１の前記デジ
タル放送受信機に対し送るＥＭＭセクションを、内蔵チューナーの選局をサービス事業体
１１２が提供するサービスを常に受信できる状態に設定するまたは、内蔵のＨＤＤ等の蓄
積デバイスにサービス事業体１１２が提供するサービスを常に蓄積できるよう設定するこ
とを指示する前記選局固定設定データを含めて送信するようＥＭＭ送出事業体１１３に委
託し、提供するサービスデータと重畳して前記選局固定データを含めたＥＭＭセクション
を送信する場合もありうる。
【０１２４】
このように事業体は提供するサービスデータと重畳して前記選局固定データを含めたＥＭ
Ｍセクションを送信することができるので、事業体は提供するサービスを常に受信できる
状態にチューナーの選局を設定するためのデータ、ＨＤＤ等の蓄積デバイスに常に蓄積で
きる状態に設定するためのデータを重畳してサービスデータの提供が困難という問題と事
業体は提供したサービスをユーザーが常に受信できる状態にチューナーの選局を設定して
視聴したかどうかまたはＨＤＤ等の蓄積デバイスに常に蓄積できるよう設定して視聴した
かどうかという視聴情報を入手してその結果に応じて課金する事が困難という問題やメー
カーは将来にデジタル放送を使用して設定事業体の変更を可能とする特定の事業体が提供
するサービスを常に受信できる状態にチューナーの選局を設定したまたはＨＤＤ等の蓄積
デバイスに常に蓄積できるよう設定したデジタル放送受信機を販売する事が困難という問
題は解決されている。
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【０１２５】
（実施の形態７）
以下本発明の実施の形態７について、図面を参照しながら説明する。
図１２において、１２５はデジタル放送受信機を製造するメーカーで、サービス事業体１
２２はデジタル放送受信機の内蔵チューナーの選局をサービス事業体１２２が提供するサ
ービスを常に受信できる状態に設定または、内蔵のＨＤＤ等の蓄積デバイスにサービス事
業体１０２が提供するサービスを常に蓄積できるよう設定して製造し、サービス事業体１
２２に納入するよう委託する（図中の▲１▼）。
【０１２６】
それを受託したメーカー１２５は、デジタル放送受信機の内蔵チューナーの選局をサービ
ス事業体１２２が提供するサービスを常に受信できる状態にプリセットまたは、内蔵のＨ
ＤＤ等の蓄積デバイスにサービス事業体１２２が提供するサービスを常に蓄積できるよう
プリセットして、デジタル放送受信機をサービス事業体１２２に納入する（図中の▲２▼
）。
【０１２７】
サービス事業体１２２は納入されたデジタル放送受信機を視聴契約を結んだユーザー１２
１にリースする（図中の▲３▼）。サービス事業体１２２は、ユーザー１２１のデジタル
放送受信機に対し送るＥＭＭセクションを、内蔵チューナーの選局をサービス事業体１２
２が提供するサービスを常に受信できる状態に設定保持するまたは、内蔵のＨＤＤ等の蓄
積デバイスにサービス事業体１２２が提供するサービスを常に蓄積できるよう設定保持す
ることを指示する前記選局固定設定データを含めて送信するようＥＭＭ送出事業体１２３
に委託し（図中の▲４▼）、提供するサービスデータと重畳して前記選局固定データを含
めたＥＭＭセクションを送信する（図中の▲５▼）。
【０１２８】
ユーザー１２１のデジタル放送受信機は前記ＥＭＭセクションを受信して前記選局固定設
定データに応じて、内蔵チューナーの選局をサービス事業体１２２が提供するサービスを
常に受信できる状態に設定保持するまたは、内蔵のＨＤＤ等の蓄積デバイスにサービス事
業体１２２が提供するサービスを常に蓄積できるよう設定保持する。
【０１２９】
ユーザー１２１がサービス事業体１２２の提供するサービスをデジタル放送受信機で視聴
した後、デジタル放送受信機は内蔵チューナーの選局をサービス事業体１２２が提供する
サービスを常に受信できる状態に設定して視聴したまたは、内蔵のＨＤＤ等の蓄積デバイ
スにサービス事業体１２２が提供するサービスを常に蓄積できるよう設定して蓄積し視聴
したという選局固定データを、視聴情報に含めて視聴情報収集センター１２４に送信する
（図中の▲６▼）。
【０１３０】
視聴情報収集センター１２４は、収集した選局固定データの内容含めて視聴情報をサービ
ス事業体１２２に提出する（図中の▲７▼）。サービス事業体１２２は、入手した視聴情
報を分析しユーザー１２１がデジタル放送受信機の内蔵チューナーの選局をサービス事業
体１２２が提供するサービスを常に受信できる状態に設定して視聴したまたは、内蔵のＨ
ＤＤ等の蓄積デバイスにサービス事業体１２２が提供するサービスを常に蓄積できるよう
設定して蓄積し視聴したことを確認し、ユーザー１２１がそのようにして視聴したサービ
スの視聴料金やリース料金を割り引く（図中の▲８▼）。
【０１３１】
なお、サービス事業体１２２は、提供するサービスを常に受信できる状態に設定しまたは
内蔵のＨＤＤ等の蓄積デバイスに提供するサービスを常に蓄積できるよう設定しメーカー
１２５からサービス事業体１２２に納入されたデジタル放送受信機を使用することを前提
にユーザー１２１と視聴契約を結ぶ条件で、ユーザー１２１の視聴料金やリース料金を割
り引く場合も有りうる。
【０１３２】
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その場合はデジタル放送受信機が視聴情報に選局固定データを含めて送出しない場合もあ
り得る。
【０１３３】
このように事業体は提供するサービスデータと重畳して前記選局固定データを含めたＥＭ
Ｍセクションを送信することができるので、事業体は提供するサービスを常に受信できる
状態にチューナーの選局を設定するためのデータ、ＨＤＤ等の蓄積デバイスに常に蓄積で
きる状態に設定するためのデータを重畳してサービスデータの提供が困難という問題と事
業体は提供したサービスをユーザーが常に受信できる状態にチューナーの選局を設定して
視聴したかどうかまたはＨＤＤ等の蓄積デバイスに常に蓄積できるよう設定して視聴した
かどうかという視聴情報を入手してその結果に応じて課金する事が困難という問題は解決
されている。
【０１３４】
なお、上述した実施の形態において、デジタル放送は通信衛星を利用する放送である必要
は無く、光ファイバや同軸ケーブルを利用する有線放送、あるいは無線放送であって良い
。また、本発明におけるデジタル放送は、上述した実施の形態におけるようなテレビジョ
ン放送やデータ放送である必要は無く、パソコンゲームソフトやカラオケなどのソフトウ
ェアやコンテンツの放送であって良い。
【０１３５】
（実施の形態８）
以下本発明の実施の形態８について、図面を参照しながら説明する。
構成については、実施の形態４と同じである。ただ、実施の形態４の構成の説明における
ＥＥＰＲＯＭＡ８６の選局制御データ領域には、リモコン８２の操作に応じて選局を固定
しているかどうか、それぞれのチューナーの状態を示す内容のデータが書き込まれている
。
【０１３６】
また、ＨＤＤ８０の蓄積固定データ領域には、ＨＤＤ８０に蓄積するサービスの選択を、
リモコン８２の操作に応じて固定しているかどうかの状態を示す内容のデータが書き込ま
れている。ＥＥＰＲＯＭＢ８８の選局固定データ領域には、選局を固定したチューナーで
視聴したかどうかを示すデータが実施の形態４と同様の制御で書き込まれている。
【０１３７】
本実施の形態８のマイコン８５によるチューナー８１と８０７の制御を図１７を用いて説
明する。
ユーザーがリモコン８１を用いて、チューナー選局を特定の事業体の提供するサービスの
放送局に固定するよう操作すると、マイコン８５はユーザーの選局固定操作を認識する（
ＳＴＥＰ１）。次にＥＥＰＲＯＭＡ８６の全選局制御データをリードする（ＳＴＥＰ２）
。
【０１３８】
リードしたデータを解析し選局固定されていないかどうかを判別する（ＳＴＥＰ３）。チ
ューナー８１が選局固定されていない場合は、チューナー８１に対応するＥＥＰＲＯＭＡ
６６の選局データ領域のデータを、ユーザーが操作し指示した事業体の放送を受信するチ
ューナーの選局データに更新するとともに、ＥＥＰＲＯＭＡ８６の選局制御データを、ユ
ーザーの選局操作に応じず選局データ領域のデータの示す選局を行う事を示すデータに更
新する（ＳＴＥＰ４）。
【０１３９】
この場合リモコン８２のボタンとその事業体の提供するサービスの放送局、サービスＩＤ
等の情報のテーブルを用意しておく事で可能である。その後ユーザーが電源オフなどの操
作をしてリセット後（ＳＴＥＰ５）、マイコン８５はＥＥＰＲＯＭＡ８６の選局データ領
域の全データをリードし、それぞれのチューナーにその内容に応じた選局の制御を行う（
ＳＴＥＰ６）。
【０１４０】
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その後選局固定されているチューナー８１の受信するデジタル放送の内、ユーザーがリモ
コン８２を用いて操作し指示した事業体のデータ放送サービスを、フィルタリングするよ
うマイコン８５はサービスＩＤを設定する。デコーダ８３は前記事業体のデータ放送サー
ビスフィルタリングし、メモリー８４上に展開し、順次ＨＤＤ８０に蓄積する（ＳＴＥＰ
７）。
【０１４１】
ユーザーがリモコンで選局操作を行った場合（ＳＴＥＰ８）、マイコン８５はＥＥＰＲＯ
ＭＡ８６の選局制御データ領域の全データをリードしユーザーの選局操作に応じて選局を
行う事を示すデータに対応するチューナー８０７を使用してユーザーの選局操作に応じた
選局を制御し対応するＥＥＰＲＯＭＡ８６の選局データ領域のデータも対応させて更新す
る（ＳＴＥＰ９）。
【０１４２】
次に本実施の形態８におけるマイコン８５によるＥＥＰＲＯＭＢ８８の選局固定データ領
域書き込み、視聴情報送信およびＨＤＤ８０の蓄積固定データ書き込み制御について図１
８を用いて説明する。サービスをＨＤＤ８０に蓄積した時、マイコン８５は受信している
チューナーに対応する選局制御データ領域のデータをリードし、選局制御が固定されてい
るかどうかを判別する（ＳＴＥＰ１）。
【０１４３】
選局制御が固定されている場合は、ＨＤＤ８０の蓄積固定データ領域に選局制御が固定さ
れているチューナーで蓄積した事を示すデータを、そのサービスの蓄積するデータと関連
付けて書き込む。そうでない場合は選局制御が固定されていないチューナーで蓄積した事
を示すデータを、そのサービスの蓄積するデータと関連付けて書き込む（ＳＴＥＰ２）。
【０１４４】
その関連付けは蓄積したサービスの蓄積するデータを記憶している領域のアドレスと関連
付けたアドレスに書き込む事や、蓄積するサービスを記憶する順番に合わせる事などで容
易に実現できる。その後ユーザーが蓄積されているサービスを視聴した時（ＳＴＥＰ３）
、マイコン８５は、視聴している蓄積されたサービスに対応する蓄積固定データ領域のデ
ータをリードし、選局制御が固定されている状態で蓄積されたかどうかを判別する（ＳＴ
ＥＰ４）。
【０１４５】
選局制御が固定されていた場合は、ＥＥＰＲＯＭＢ８８の選局固定データ領域に選局制御
が固定されているチューナーで視聴した事を示すデータを、そのサービスの視聴情報と関
連付けて書き込む。そうでない場合は選局制御が固定されていないチューナーで視聴した
事を示すデータを、そのサービスの視聴情報と関連付けて書き込む（ＳＴＥＰ５）。
【０１４６】
その関連付けは視聴したサービスの視聴情報を記憶している領域のアドレスと関連付けた
アドレスに書き込む事や、サービスの視聴情報を記憶する順番に合わせる事などで容易に
実現できる。その視聴情報と選局固定データは前記ＥＭＭセクション内に示されている前
述した強制発呼情報に応じてマイコン８５の制御でモデム８９から視聴情報収集センター
に送信される（ＳＴＥＰ６）。
【０１４７】
なお、本発明においてチューナー３個以上備えそれぞれに対応する選局データ領域と選局
制御データ領域を備えて、それぞれのチューナーに異なる選局制御をしても良い。
【０１４８】
また、複数のチューナーの内、予め選局固定する順番を決めておくのも良い。また、複数
のチューナーの内、予め選局固定するチューナーを決めておいて、選局固定設定データを
受信後、全てのチューナーの選局制御データを参照せず予め決められている固定するチュ
ーナーの選局データと選局制御データを更新するように制御しても良い。
【０１４９】
その場合、ユーザーの選局操作に対しても全てのチューナーの選局制御データを参照せず
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予め決められている固定するチューナー以外のチューナーを使用するように制御しても良
い。また、選局固定データ領域はＩＣカードの外部に用意してモデム４９の送信時に視聴
情報に関連付けても良い。
【０１５０】
また、ユーザーが選局固定操作を決定する時や選局固定解除を設定する時に特定の事業体
やメーカーの発行するパスワードなども入力させてもよい。また、ユーザーが選局固定操
作を決定する事前に事業体より選局固定操作をする画面データを入手しても良い。
【０１５１】
【発明の効果】
以上のように本発明の請求項１に対応する第一の発明は、サービス事業体がデジタル放送
を用いて提供するサービスを常に受信できる状態にチューナーの選局を設定する事は困難
であるという問題を解決できるデジタル放送受信機を提供する事ができる。
【０１５２】
請求項２に対応する第二の発明は、サービス事業体がデジタル放送を用いて提供するサー
ビスを常に受信できる状態にチューナーの選局を設定し保持する事は困難という問題を解
決できるデジタル放送受信機を提供する事ができる。
【０１５３】
請求項３に対応する第三の発明は、事業体が提供したサービスをユーザーが常に受信でき
る状態にチューナーの選局を設定して視聴したかどうかという視聴情報を送信する事が困
難という問題を解決できるデジタル放送受信機を提供する事ができる。
【０１５４】
請求項４に対応する第四の発明は、請求項１記載の発明の効果に加えサービス事業体がデ
ジタル放送を用いて提供するサービスをＨＤＤ等の蓄積デバイスに常に蓄積できるよう設
定するデジタル放送受信機を実現する事は困難であるという問題を解決できるデジタル放
送受信機を提供する事ができる。
【０１５５】
請求項５に対応する第五の発明は、請求項２記載の発明の効果に加えサービス事業体がデ
ジタル放送を用いて提供するサービスをＨＤＤ等の蓄積デバイスに常に蓄積できるよう設
定し保持するデジタル放送受信機を実現する事は困難であるという問題を解決できるデジ
タル放送受信機を提供する事ができる。
【０１５６】
請求項６に対応する第六の発明は、事業体は提供したサービスをユーザーがＨＤＤ等の蓄
積デバイスに常に蓄積できるよう設定して視聴したかどうかという視聴情報を入手してそ
の結果に応じて課金する事が困難という問題を解決できるデジタル放送受信機を提供する
事ができる。
【０１５７】
請求項７に対応する第七の発明は、請求項３記載の発明の効果に加え請求項６記載の発明
の効果を提供できるデジタル放送受信機を提供する事ができる。
【０１５８】
請求項８に対応する第八の発明は、サービス事業体が提供するデジタル放送サービスを、
常に受信できる状態にチューナーの選局を設定するためのデータを含んで送信されるＥＭ
ＭセクションまたはＥＭＭメッセージセクションを受信してチューナーの選局設定するデ
ジタル放送受信機を実現できないという問題を解決できるデジタル放送受信機を提供する
事ができる。
【０１５９】
請求項９に対応する第九の発明は、サービス事業体が提供するデジタル放送サービスを、
ＨＤＤ等の蓄積デバイスに常に蓄積できる状態に設定するためのデータを含んで送信され
るＥＭＭセクションまたはＥＭＭメッセージセクションを受信して蓄積デバイスに蓄積す
るデジタル放送を設定するデジタル放送受信機を実現できないという問題を解決できるデ
ジタル放送受信機を提供する事ができる。
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【０１６０】
請求項１０に対応する第十の発明は、事業体は提供するサービスを常に受信できる状態に
チューナーの選局を設定するためのデータ、ＨＤＤ等の蓄積デバイスに常に蓄積できる状
態に設定するためのデータを重畳してサービスデータの提供が困難という問題を解決でき
るデータ提供方法を提供する事ができる。
【０１６１】
請求項１１に対応する第十一の発明は、事業体は提供する広告を常に受信できる状態にチ
ューナーの選局を設定するためのデータ、ＨＤＤ等の蓄積デバイスに常に蓄積できる状態
に設定するためのデータを重畳して広告の提供が困難という問題を解決できるデータ提供
方法を提供する事ができる。
【０１６２】
請求項１２に対応する第十二の発明は、事業体は提供したサービスをユーザーが常に受信
できる状態にチューナーの選局を設定して視聴したかどうかまたはＨＤＤ等の蓄積デバイ
スに常に蓄積できるよう設定して視聴したかどうかという視聴情報を入手してその結果に
応じて課金を調整する事が困難という問題を解決できる課金方法を提供する事ができる。
【０１６３】
請求項１３に対応する第十三の発明は、メーカーは将来にデジタル放送を使用して設定事
業体の変更を可能とする特定の事業体が提供するサービスを常に受信できる状態にチュー
ナーの選局を設定したまたはＨＤＤ等の蓄積デバイスに常に蓄積できるよう設定したデジ
タル放送受信機を販売する事が困難という問題を解決できる販売方法を提供する事ができ
る。
【０１６４】
請求項１４に対応する第十四の発明は、サービス事業体がデジタル放送を用いて提供する
サービスを常に受信できる状態にチューナーの選局を設定する事は困難であるという問題
を解決できるデジタル放送受信機を提供する事ができる。
請求項１５に対応する第十五の発明は、事業体が提供したサービスをユーザーが常に受信
できる状態にチューナーの選局を設定して視聴したかどうかという視聴情報を送信する事
が困難という問題を解決できるデジタル放送受信機を提供する事ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１におけるデジタル放送受信機のブロック図
【図２】本発明の実施の形態におけるＥＭＭセクションの構成図
【図３】本発明の実施の形態１における選局制御を説明するフローチャート
【図４】本発明の実施の形態２におけるデジタル放送受信機のブロック図
【図５】本発明の実施の形態２における視聴情報送信制御を説明するフローチャート
【図６】本発明の実施の形態３におけるデジタル放送受信機のブロック図
【図７】本発明の実施の形態３における選局制御を説明するフローチャート
【図８】本発明の実施の形態４におけるデジタル放送受信機のブロック図
【図９】本発明の実施の形態４における選局制御と視聴情報送信制御を説明するフローチ
ャート
【図１０】本発明の実施の形態５におけるデータ提供方法と課金方法の概念図
【図１１】本発明の実施の形態６におけるデータ提供方法と課金方法と販売方法の概念図
【図１２】本発明の実施の形態７におけるデータ提供方法と課金方法の概念図
【図１３】従来のデジタル放送受信機のブロック図
【図１４】従来のＥＭＭセクションの構成図
【図１５】従来の選局制御を説明するフローチャート
【図１６】従来のデータ提供方法と課金方法の概念図
【図１７】本発明の実施の形態８における選局制御を説明するフローチャート
【図１８】本発明の実施の形態８における視聴情報送信制御を説明するフローチャート
【符号の説明】
１　チューナー
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２　リモコン
３　デコーダー
４　メモリー
５　マイコン
６　ＥＥＰＲＯＭＡ
４１　チューナー
４２　リモコン
４３　デコーダー
４４　メモリー
４５　マイコン
４６　ＥＥＰＲＯＭＡ
４７　ＩＣカード
４８　ＥＥＰＲＯＭＢ
４９　モデム
６１　チューナー
６２　リモコン
６３　デコーダー
６４　メモリー
６５　マイコン
６６　ＥＥＰＲＯＭＡ
６７　チューナー
８０　ＨＤＤ
８１　チューナー
８２　リモコン
８３　デコーダー
８４　メモリー
８５　マイコン
８６　ＥＥＰＲＯＭＡ
８７　ＩＣカード
８８　ＥＥＰＲＯＭＢ
８９　モデム
８０７　チューナー
１０１　ユーザー
１０２　サービス事業体
１０３　ＥＭＭ送出事業者
１０４　視聴情報収集センター
１１１　ユーザー
１１２　サービス事業体
１１３　ＥＭＭ送出事業者
１１４　視聴情報収集センター
１１５　メーカー
１２１　ユーザー
１２２　サービス事業体
１２３　ＥＭＭ送出事業者
１２４　視聴情報収集センター
１２５　メーカー
１３０　ＨＤＤ
１３１　チューナー
１３２　リモコン
１３３　デコーダー
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１３４　メモリー
１３５　マイコン
１３６　ＥＥＰＲＯＭＡ
１３７　ＩＣカード
１３８　ＥＥＰＲＯＭＢ
１３９　モデム

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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